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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第33期

第３四半期
連結累計期間

第34期
第３四半期
連結累計期間

第33期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 1,577,927 1,282,227 2,049,053

経常損失(△) (千円) △195,494 △213,035 △278,546

四半期(当期)純損失(△) (千円) △305,444 △310,270 △450,189

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △299,868 △259,707 △408,869

純資産額 (千円) 3,760,174 3,369,887 3,651,173

総資産額 (千円) 4,245,472 3,853,746 4,108,488

１株当たり四半期(当期)
純損失(△)

(円) △64.04 △65.05 △94.39

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 88.6 87.4 88.9
 

　

回次
第33期

第３四半期
連結会計期間

第34期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純損失(△) (円) △13.92 △23.11
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記

載しておりません。

　

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策による円安株高が継続し、景気は
緩やかな回復基調で推移しました。
しかしながら、実需拡大に暫く時間を要すること、また、欧州債務問題の再燃や新興国経済の減速、

とりわけ中国経済の先行き不透明感など不確定な状況もあり、本格的な景気回復には、まだ時間がかか
る状況と見込まれます。
当社グループの関連する情報家電業界は、カーオーディオ・カーナビ等の車載機器が自動車需要の拡

大により、堅調に推移してきましたが、ＡＶ機器向けの需要の冷え込みが続き、全体としては厳しい状
況で推移しました。
音楽映像業界は、消費者の嗜好多様化が進み、ミリオンセラーの本数が減る一方で、スマートフォン

の普及によりコンテンツの流通経路が複線化し、光ディスク関連市場の需要低迷が続いています。
断熱材事業に関する各種工業炉用炉材の関連市場は、国内の産業炉関連メーカーの設備投資に一服感

がある一方で、欧米向けの輸出の減少や経済低迷による中国の産業炉関連メーカーの需要低迷が続いて
いましたが、第３四半期に入り緩やかながら需要回復の動きが出て来ました。

　
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高12億82百万円（前年同四半期比18.7％減）、

営業損失２億43百万円（前年同四半期は、営業損失２億２百万円）、経常損失２億13百万円（前年同四
半期は、経常損失１億95百万円）、四半期純損失３億10百万円（前年同四半期は、四半期純損失３億５
百万円）となりました。

　
各セグメントの業績は次のとおりであります。

　
テストメディア事業
当事業は、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストディスク等の

開発・製造・販売を行う「テストメディア」と、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテス
ティングセンターとしての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行う「テスティング」が
含まれます。
テストメディアは、市況の冷え込みが続くＡＶ機器向けの需要掘り起こしや取扱商品の拡充による、

新規顧客獲得及び既存顧客の売上維持・拡大を図りました。また、車載機器向けの需要は堅調に推移し
ましたが、ＡＶ機器向け需要の低迷を補うには至らず、売上は前年同四半期を僅かに下回りました。
テスティングは、ハード機器関連の評価受託などテストアイテムの拡充を図りながらサービス展開し

ましたが、売上は前年同四半期を下回りました。
以上により、テストメディア事業の売上高は４億20百万円（前年同四半期比2.5％減）となりまし

た。
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クリエイティブメディア事業
当事業は、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売を行っております。
クリエイティブメディアは、微減の傾向が続く音楽映像市場に対して、営業体制の拡充等による既存

顧客の売上維持・拡大を図りました。
また、ＯＥＭ製造の受託範囲の拡大及び取扱商品・サービスの拡充による、高付加価値の提案・販売

を図ったものの、音楽映像市場において光ディスク関連需要は落ち込み、年末特需も盛上がらず、売上
は前年同四半期を大きく下回りました。
以上により、クリエイティブメディア事業の売上高は５億16百万円（前年同四半期比33.8％減）とな

りました。

　
断熱材事業
当事業は、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及

び関連製品の開発・製造・販売を行っております。
また、当社でも同社製品を中心とした輸入販売を行っており、昨年５月には、産業炉用加熱プラント

の受注拡大を図るため、九州事業所を開設しました。
阿爾賽は、中国経済減速による各種工業炉用炉材など耐火材料の需要低迷が続きましたが、設備投資

回復の兆しがようやく見え始め、僅かながらも受注増加傾向で推移しました。
当社における国内販売も産業炉関連業界での採用実績の拡大や長期使用実績により製品評価が進んだ

ことから、業界での認知度も上がり、受注拡大へ向け展開を図りました。
以上により、断熱材事業の売上高は３億32百万円（前年同四半期比4.0％減）となりました。

　
その他事業
当事業は、新規事業に関する開発・製造・販売を行っております。
その他事業は、ＬＥＤ照明機器、炭素材等の販売を行いました。
以上により、その他事業の売上高は12百万円（前年同四半期比36.0％減）となりました。

　

(２)財政状態

当第３四半期連結会計期間末における総資産は当第３四半期累計期間の業績を反映し、現金及び預金
が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して２億54百万円減少し、38億53百万円となりまし
た。負債は短期借入金の増加等により26百万円増加し、４億83百万円となりました。純資産は、四半期
純損失の計上及び配当金の支払に伴う利益剰余金の減少等により２億81百万円減少し、33億69百万円と
なりました。

　

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重

要な変更及び新たに発生したものはありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条３号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、

今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得（いわゆる非友好的企業買収）が増加することが予

想され、当社においてもその可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても株主共同の利益に資するほか、お客様をはじめと

する当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませ

ん。

しかし、企業買収には行為者が自己の利益のみを目的とするもの、会社の企業価値を毀損すること

が明白であるもの等、不適切なものも少なくありません。
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このような状況を鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、中長期的な企業価値

向上に集中的に取組み、当社株主共同の利益を向上するためには、不適切な企業買収に対して、相当

かつ適切な対応策を講ずることが必要不可欠であると判断し、当社に対する買収行為または当社株式

の大量買付行為（以下、総称して「買収行為」といいます。）に対する措置として、平成18年５月15

日開催の当社取締役会において、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取

組みのひとつとして、「当社の企業価値及び株主共同の利益向上のための取組み」の導入を決議し、

平成18年６月27日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、平成19年６月25日開催

の定時株主総会において、当該取組みの名称を「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基

本方針」（以下「本基本方針」といいます。）に変更する等の修正を行った上で、これを継続するこ

とについてご承認をいただいており、その後も、毎年の定時株主総会において、所要の修正を行った

上で、その継続についてご承認をいただいておりました。

そして、この度、当社は現在の当社を取り巻く事業環境を踏まえ、本基本方針の重要性に鑑み、引

き続き本基本方針を継続することにつき、平成25年５月15日開催の当社取締役会において決議し、平

成25年６月25日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

　

本基本方針の概要

Ⅰ．当社企業価値の源泉

当社及びその子会社（以下、単に「当社」といいます。）は、テストメディアの開発・製造・販

売を行うテストメディア事業と、その応用事業である音楽ＣＤや映像用ＤＶＤのＯＥＭ製造を行う

クリエイティブメディア事業を基幹事業としており、特に前者のテストメディア事業は、当社設立

以来、30年以上にわたり当社の発展を支えてきた当社の主幹事業であるといえます。

このテストメディア事業は、ＰＣ用ドライブ等のＰＣ関連機器、オーディオ用のＣＤ・ＭＤ・Ｄ

ＶＤプレーヤ等のＡＶ機器の調整や国際的な互換性を維持することを目的として、品質規格の規準

となるディスク等を開発・製造し、供給する事業であり、特定の事業者に傾倒しない中立・公正な

「規準」を提供することに存在価値があるものです。

そのため、テストメディア事業にとって、その中立性・公正性の確保は絶対的に要請される事項

であり、当社は、これまで、その中立性・公正性に対する信頼感を高め、確保することで、当社の

プレゼンスを確立し、テストメディア事業を基盤に、安定的に収益を上げ、当社の各種事業を発

展・拡大させてまいりました。

したがいまして、当社の企業価値の源泉が、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する

信頼感とそこから確立されたプレゼンスにあることは、疑いようがありません。

当社は、当社の企業価値の源泉がこれらにあることを肝に銘じ、今後とも、テストメディア事業

を基盤に、その源泉を活かして、企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいり

ます。

　

Ⅱ．当社企業価値の確保・向上に向けた取組み

以上述べた通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する

信頼感と、そこから確立されたプレゼンスにあります。

当社は、この企業価値の源泉を枯らすことなく、当社事業を継続的に維持・発展させ、もって、

当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上すべく、各種の取組みを行ってまいりま

す。
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具体的には、創業以来の当社のスタンスである、他の企業グループ・メーカーからの独立性を維

持し、特定のメディア規格にのみ偏向・傾注せず、すべてのメディア規格に対してテストメディア

を公平に開発・製造し、供給することにより、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する

信頼感をより一層厚くし、主幹事業であるテストメディア事業を基盤に、当社のプレゼンスを今後

とも確固たるものにしてまいります。

当社は、記録メディアの多様化及びネット配信の進展と光ディスク事業の成熟化が進んでいるこ

とに鑑み、平成24年5月15日付けで「経営再建計画（ＡＬＭ２０１２）」の策定を公表し、この計

画に基づき、テストメディア事業を含む当社のディスク事業の在り方を再検討し、需要の発掘によ

る売上の拡大を志向するとともに、会社組織を最適化する等といった施策を講じることで、当社の

事業基盤をより強固にするよう、努力してまいりました。その結果、テストメディア事業に係る自

動車向け需要は堅調に推移し、また、新規事業の立ち上げや阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の事

業展開等を通じた業容の多様化も着実に進捗するなど、一定の成果は得られつつあるものの、その

一方で、景気の冷え込みが長期化している情報家電業界向けテストメディア事業が足かせとなる状

況が続いており、上記「経営再建計画（ＡＬＭ２０１２）」にて目標としていた第34期における黒

字化の達成は、厳しい状況となっております。そのため、当社は、平成25年５月15日付けで公表し

たプレスリリース「経営再建計画（ＡＬＭ２０１３）のローリングについて」にもありますとお

り、事業環境の変化を踏まえた数値計画の見直しを図るとともに、第35期における黒字化実現に向

けた重要施策の展開に取組むこととし、これらの施策等を通じて、引き続き、当社の事業基盤を確

固たるものにすべく邁進していく所存です。

さらに、ISO14001の取得に代表される「環境保全」をテーマとした社会貢献活動を継続するとと

もに、監査役３名全員を社外監査役
1
とし、独立役員

2
として届出を行うことや、ＩＲ活動の強化等

により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。

その上で、これらの取組みを通じて強固となる事業基盤を活かし、上記プレスリリースにもあり

ますとおり、新規事業の立ち上げや阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の売上の拡大等により当社の

業容の多様化を推進し、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方のご期待に応えることで、この

方面からも当社に対する信頼感を確固たるものにし、当社のプレゼンスをより一層高めてまいる所

存です。

　

Ⅲ．本基本方針について

ⅰ．基本的な考え方

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえる

と、今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得（いわゆる非友好的企業買収）が増加する

ことが予想され、当社においてもその可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益

の確保・向上に資するほか、お客様をはじめとする当社のステークホルダーの利益に資するもの

であれば、これを一概に否定するものではありません。

しかしながら、先述の通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公

正性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンスにありますところ、当社を買収しようとす

るものの中には、その目的・方針からして、企業価値を毀損する危険性のあるものが存在しま

す。

 
 　

1会社法第２条第16号に規定されます。

2株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役又は社外

監査役を意味します。
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例えば、買収者が、いわゆるグリーンメーラーであったり、焦土化・解体型買収・強圧的二段

階買収等により、短期的な利益の獲得を意図している場合はもちろんのことですが、当社のテス

トメディア事業者としての性格上、当社を特定の各機器製造業者グループに所属させることを意

図している場合や、当社をして特定の規格に対するテストメディアのみ開発・製造させ、供給さ

せることを意図している場合などにおいても、それが実現されれば、当社のテストメディア事業

者としての中立性・公正性が疑われ、当社に対する信頼感の喪失につながることから、当社の企

業価値が大いに毀損されるであろうことは明らかです。

また、買収者がかような意図を有しているか否か不明である場合、すなわち、買収者が株主の

皆様に対し買収提案に対する諾否を判断するために必要かつ十分な情報提供を行わない場合に

は、株主の皆様に当該買収者による当社の経営支配権の取得が当社の企業価値を損なうのではな

いかとの疑念を抱かせることとなり、結果的に、当該買収提案が当社の企業価値、ひいては株主

共同の利益の確保・向上に資するか否かの適切な判断を妨げることになります。

そのため、かかる買収者についても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上

に必要な前提を欠く不適切な買収者と評価せざるを得ません。

現在、当社が具体的にこのような買収に直面している事実はありませんが、当社としては、当

社の企業価値を毀損するような不適切な企業買収に対して、相当な範囲で適切な対応策を講ずる

ことが、当社の企業価値、ひいては当社株主共同の利益を確保・向上するうえで必要不可欠であ

ると判断し、この度、平成25年６月25日開催の第33期定時株主総会において、出席された株主の

皆様の議決権の過半数の賛成をいただけることを条件として、本基本方針の継続を決定致しまし

た。

本基本方針の継続は、当社特別委員会の委員にご就任いただいている独立役員である社外監査

役全員からの賛同を得た上で、平成25年５月15日開催の当社取締役会において決定されたもので

ありますが、当該取締役会においては、独立役員である社外監査役３名が全員出席し、いずれの

監査役も、具体的な運用が適正に行なわれることを条件として本基本方針に賛成する旨の意見を

述べております。

また、当社は、本基本方針の継続について株主の皆様の意向を確認するために、平成25年６月

25日開催の第33期定時株主総会において、株主の皆様の過半数のご賛成をいただき、本基本方針

の継続は承認されました。

　
ⅱ．目的

本基本方針は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社に対

する買収行為または当社株式の大量買付行為（以下、総称して「買収行為」といいます。）を行

おうとする者（以下「行為者」といいます。）に対して、行為者の有する議決権割合を低下させ

る手段を講じる旨の事前警告を発することにより、当社企業価値、ひいては株主共同の利益を毀

損するような買収行為（以下「濫用的買収」といいます。）を防止するための対抗策を講じるこ

とを目的としております。

また、併せて、株主の皆様に対し、買収行為が当社企業価値、ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資するものかどうかを適正に判断するために必要となる情報と時間を十分に提供し、

かつ、当社取締役会と行為者との交渉または買収行為に対する当社取締役会の意見・代替策を提

供する機会を確保することにより、株主の皆様の判断機会を保証し、誤解・誤信に基づいた買収

行為への応諾を防止するための対抗策を講じることをも、目的としております。
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ⅲ．スキーム

本基本方針は、事前警告型プランで、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の主旨に沿った

適正かつ有効なスキームとなっているとともに、当社が対抗策の発動として無償で割当てる新株

予約権の内容について、当該新株予約権を当社の株式等
3
と引換えに当社が取得できる旨の取得条

項を付すことができるとされているに過ぎないなど、経済産業省に設置された企業価値研究会が

平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に配慮した

内容となっております。

(1)概要

当社取締役会は、行為者に事前に遵守を求めるルール（以下「事前遵守ルール」といいま

す。）と、株主の皆様の判断機会を保証し、株主の皆様の誤信・誤解及び濫用的買収を防止す

るために対抗策の発動対象となるか否かの基準（以下「評価基準」といいます。）を予め公表

します。

そして、特別委員会が、本基本方針の手続を主体的に運用し、当社株式の買付けに関する評

価と対抗策の発動を当社取締役会に勧告するか否かの判断を行います。

特別委員会は、買収行為を評価した結果、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除

き、対抗策の発動を勧告することができるものとします（ただし、その虞（おそれ）と対抗策

の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限りま

す。）。かかる勧告がなされた場合に限り、当社取締役会は所定の手続に基づき対抗策の発動

を決定することができるものとします。

当社取締役会が定める事前遵守ルールと評価基準の概要は次の通りです。

<事前遵守ルール>

イ．行為者は、当社取締役会の同意がある場合を除き、(ⅰ)当社が発行者である株券等
4
につ

いて、行為者及び行為者グループ
5
の株券等保有割合

6
が２０％以上となる買付けその他

の取得をする前に、または(ⅱ)当社が発行する株券等
7
について、公開買付け

8
に係る株

券等の株券等所有割合
9
及び行為者の特別関係者

10
の株券等所有割合の合計が２０％以上

となる公開買付けを行う前に、必ず当社取締役会に事前に書面により通知すること。

ロ．買収行為に対する特別委員会の意見形成のため、行為者は、特別委員会が当社取締役会

を通じて求める以下の情報を提供すること。

・行為者及び行為者グループの概要

・買収提案の目的・買収価格の算定根拠、買付資金の裏付、資金提供者の名称及び概要

・行為者が意図する経営方針及び事業計画

・行為者の経営方針及び事業計画が当社株主の皆様に与える影響とその内容

・行為者の経営方針及び事業計画が株主の皆様以外の当社ステークホルダーに与える影響

とその内容
 

 

3
会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいいます。

4
金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。

5
金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者をいいます。

6
金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。

7
金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。

8
金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。

9
金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。

10
金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。
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・その他、特別委員会が評価にあたり必要とする情報

（なお、特別委員会は、行為者が提供した情報では買収行為に対する特別委員会の意見形

成をするために不十分であると判断する場合には、当社取締役会を通じて、追加の情報

提供を求めることがあります。また、当社は、特別委員会が行為者に求めた情報のすべ

てを受領した場合には、行為者に対して、その旨を通知（以下「情報受領通知」といい

ます。）します。）

ハ．特別委員会が買収行為を評価する評価期間が満了し、その旨の情報開示をするまで

は、行為者は従前の当社株式保有数を増加させないこと。

特別委員会の評価期間（行為者が情報受領通知を受領した日から起算）

買収の対価が現金（円貨）の場合　　　最大で６０日以内

その他の場合　　　　　　　　　　　　原則として９０日以内

（ただし、必要に応じ、延長することがあります。かかる場合には、適宜その

旨、延長後の期間及び延長を必要とする理由その他特別委員会が適切と認める

事項について情報開示します。また、延長した場合の延長後の期間を含め行為

者による買収行為を評価する期間が満了した場合には、速やかに、その旨の情

報開示をします。）

<評価基準>

イ．行為者が事前遵守ルールのすべてを遵守しているとき

ロ．以下の濫用的買収の類型のいずれかに該当する行為またはそれに類する行為等によ

り、株主共同の利益に反する明確な侵害をもたらす虞のあるものではないとき

(a) 強圧的買収類型

いわゆるグリーンメーラー・焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収　等

(b) 機会損失的買収類型

(c) 企業価値を毀損する他、不適切な買収類型

(d) その他、上記各類型に準じる買収類型

(2)発動

当社取締役会が対抗策を発動する場合は、当社経営陣からは独立した社外監査役、外部有識

者などから選任された委員で構成される特別委員会が中立かつ公平に発動の適正性を審議・勧

告し、当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ発動についての最終的な決定をし

ます。

特別委員会は、対抗策の発動または不発動を勧告した場合、当該勧告の概要その他特別委員

会が適切と認める事項について、勧告後速やかに、情報開示を行うものとし、また、当社取締

役会は、対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかにその旨の情報開示をするこ

ととします。

なお、当社取締役会は、対抗策の発動決定後であっても対抗策の発動が不要になったと判断

される場合は効力発生日前に限り対抗策の発動を撤回することがあります。かかる場合、取締

役会は、対抗策の発動を撤回した旨その他取締役会が適切と認める事項について、撤回後速や

かに、情報開示を行います。
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(3)廃止

本基本方針は、導入後、毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期間とし、定時株主総会

において株主の皆様に本基本方針の継続、見直し、廃止について諮ることとしています。ま

た、有効期間内であっても、臨時株主総会等において株主の皆様の過半数が本基本方針の見直

しもしくは廃止に賛成した場合、または取締役会において過半数の取締役が本基本方針の見直

しもしくは廃止に賛成した場合には、本基本方針を随時、見直しまたは廃止できることとしま

す。かかる場合、取締役会は、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な情報開示を行い

ます。

(4)本基本方針の合理性を高めるための工夫

当社取締役会は、行為者から十分な情報、時間、交渉機会が提供され、あわせて買収行為が

濫用的買収に明らかに該当しないと特別委員会が判断する限り、対抗策を発動することはあり

ません。その意味において、当社取締役会は、行為者に対して、企業価値向上に資するか否か

について特別委員会が判断するに足る十分な情報の開示と、十分な考慮のための時間、説明や

交渉機会の確保を求めます。

当社取締役会は、買収行為が真に当社の企業価値向上に資するようなものであれば行為者が

事前遵守ルールを遵守し、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報提

供、説明などが可能であり、また、このような買収行為に対して当社取締役会が企業価値のさ

らなる向上のために現に経営を担う側としての代替案を提示することにより、情報開示が促進

され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるものと判断します。

他方、買収行為が当社の企業価値向上に資する提案のように表面上装われた実質的な濫用的

買収であれば、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報や説明が行為

者から提供される可能性は極めて低く、当社株主共同の利益向上を図るために必要がある場合

には、対抗策を発動することができるものとしておく必要があるものと判断します。

このような措置を講ずることで行為者の真意が明らかとなり、同時に行為者、当社取締役会

双方からの情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能にな

るだけでなく、巧妙な手段を弄する濫用的買収を適切に防止し、確実に株主共同の利益の向上

が実現できるものと判断します。

なお、本基本方針の手続の運営及び対抗策の発動に関する審議において、特別委員会の委員

は、必要に応じて弁護士、公認会計士、金融機関など第三者専門家の助言を受けることができ

るほか、特別委員会の招集権は当社代表取締役のほかに各委員も有するとすることで同委員会

の招集を確実なものとするなど、本基本方針の手続の適正性を確保するように配慮しておりま

す。

さらに、当社取締役会による対抗策の発動決定の前にすでに行為者が議決権の過半数を、公

開買付開始公告その他の適切な方法により買付けを公表したうえで獲得した場合のように、当

社株主の皆様の意思が明白な場合は対抗策を発動しないなど、本基本方針の合理性を高めるた

めの工夫を講じています。また、本基本方針は毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期限

とし、当該定時株主総会において株主の皆様の承認を得ることを本基本方針の継続の条件とし

ていますので、株主の皆様は本基本方針の適正性につき判断することができるほか、株主の皆

様の総体的意思または取締役会の意思により、いつでも本基本方針の見直し、廃止ができるよ

うな工夫がなされています。

また、当社は取締役の解任要件を加重しておりません。
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ⅳ．行為者出現時の手続

行為者が買収行為を行う旨を書面で当社に通知したとき、当社は速やかにその旨の情報開示を

するとともに、行為者に対して、まず事前遵守ルールの遵守を求めます。その上で、当社取締役

会は、特別委員会の審議・勧告をふまえて、対抗策の発動を決定することができます。

すなわち、行為者が現れた場合、特別委員会は、行為者による買収行為について、事前遵守

ルールを守っているかを含む評価基準のすべてを満たすか否かを評価します。そのうえで、評価

基準のすべてを満たすと判断する場合を除き、特別委員会は、対抗策の発動を勧告することがで

きるものとします（ただし、その虞と対抗策の発動による影響とを比較考量して、発動すること

が相当であると認められる場合に限ります。）。当社取締役会は、かかる特別委員会の審議・勧

告がなされた場合に限り、所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができます。

当社取締役会が対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかに、法令または証券取

引所規則に従って、その旨の情報開示をすることとします。

当社取締役会において対抗策の発動が決定された場合、当社取締役会は、当社取締役会が定め

る基準日現在の株主の皆様に対して、当社普通株式１株につき１個の新株予約権無償割当ての決

議を行います。各新株予約権の目的である株式の数は、原則として１株としますが、新株予約権

無償割当ての決議を行う取締役会において決定します。

また、対抗策の発動後の行為者の対応によっては、当社取締役会は、再度、上記ⅲ.(1)＜事前

遵守ルール>ロ及びハ並びに(2)に定める特別委員会による情報提供の要求、評価及び勧告を経た

上、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、その時点で採り得る必要かつ適正な対

抗策を講じます。

なお、当社取締役会は対抗策の発動の決定後であっても行為者との十分な議論が尽くされる

等、対抗策の発動が不必要と判断するに至った場合は、新株予約権無償割当ての効力発生日以前

であればいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止します。かかる撤回また

は中止を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従って、その旨の情報開示

をすることとします。

また、特別委員会も、同様の状況になった場合に、当社取締役会に対抗策の発動の撤回または

中止を勧告することができます。

　
ⅴ．株主・投資者の皆様に与える影響

当社が導入した本基本方針は、導入時点においては、新株予約権の発行が行われませんので、

株主の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

これに対し、対抗策の発動時においては、対抗策の発動に伴い発行する新株予約権が発行決定

時に別途設定する基準日における株主の皆様に対して割当てられることになります。行為者以外

の株主の皆様は予約権を行使（新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において行使金額そ

の他の条件を決定しますが、原則として新株予約権１個につき行使金額１円を想定しておりま

す。
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なお、当社が新株予約権を当社の株式等
11
と引換えに取得することができると定められた場合

において、当社が当該取得の手続を採り、新株予約権の取得の対価として取得の対象として決定

された新株予約権を保有する株主に当社株式等を交付する場合には、当該株主は、行使価額相当

の金額を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、当社株式等を受領

することになります。）し、当社新株を取得できます。また、対抗策を発動する場合には、適時

かつ適切に情報開示を行う等しますので、行為者を含む当社株主や投資家の皆様及びその他の関

係者に不測の損害を与える要素はないものと考えます。

なお、当社は、新株予約権無償割当てを決議した後であっても、行為者との議論・交渉などに

より、合理的かつ妥当な買収提案がなされた場合（または当社取締役会が買収提案を妥当なもの

と判断した場合）または、行為者が買収行為等を撤回した場合には、本基本方針ガイドラインの

定めるところに従い、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を

撤回し、新株予約権無償割当てを中止し、また、新株予約権無償割当ての効力発生日以降におい

ては当社取締役会が定める日に新株予約権の全部を一斉に無償で当社が取得することがありま

す。

これらの場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの株式の

価値の希釈化が生じ得ることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、期待どお

りの株価の変動が生じないことにより不測の損害を被る可能性があります。

　
本基本方針の詳細については、当社ウェブサイト（http://www.almedio.co.jp/）の平成25年５

月15日付ＩＲニュース「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針（経営再建計

画への取組みと買収防衛策）の継続についてのお知らせ」に掲載されておりますのでご参照くだ

さい。

　

(４)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,900,000

計 20,900,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,225,000 5,225,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株であ
ります。

計 5,225,000 5,225,000 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成25年11月21日

新株予約権の数(個) 4,530(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 453,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 176(注)２

新株予約権の行使期間 平成27年５月22日～平成31年５月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   176
資本組入額  88

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取

締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４
 

(注) １．本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と

する。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ）、または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（または併合）の比率
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２．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額（以

下、「行使価額」という。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げ

る。

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

３．（１）新株予約権者は、平成27年３月期、平成28年３月期の各事業年度にかかる当社が提出した監査済みの

当社連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、営業利益が次の各

号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限

度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行

使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の

本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により

参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定める

ものとする。

　(a)平成27年３月期の営業利益が黒字化達成の場合

　新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年５月22日から平成31年５月21日ま

での期間に行使することができる。

　(b) 平成28年３月期の営業利益が1.6億円以上の場合

　新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成28年５月22日から平成31年５月21日ま

での期間に行使することができる。

　（２）新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値の１週間（当日を含む直近の５本邦営業日）の単純平均

株価が、行使価額に対し、割当日から平成31年５月21日までの期間について行使価額の60％（１ 円未満

の端数は切り捨てる。）を一度でも下回った場合、上記（１）の行使の条件を満たしている場合でも、

行使を行うことはできないものとする。

　（３）本新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使

時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではな

い。

　（４）新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を継承し、行使することができる。かかる相続人に

よる新株予約権の行使の条件は取締役会が認めた場合とする。

　（５）本新株予約権発行時において外部協力者であった新株予約権者は本新株予約権の権利行使時において

も、当社との間で協力関係があることを要する。ただし、協力関係がなくなった場合でも取締役会が業

務提携の実績を認めた場合は、この限りではない。

　（６）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　（７）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

　（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。

　（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記４．（３）に従って決

定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

　（５）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日

から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

　（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下の事項に準じて決定する。

　(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

　(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資

本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

　（８）その他新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

　（９）新株予約権の取得事由及び条件

以下の事項に準じて決定する。

　(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主

総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

　(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

　（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年10月１日～
平成25年12月31日

― 5,225 ― 918,200 ― 871,580
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

   平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 455,300

― 単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,768,400
47,684 同上

単元未満株式 普通株式　 1,300 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 5,225,000 ― ―

総株主の議決権 ― 47,684 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

２　「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が70株含まれております。

　

② 【自己株式等】

  平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社アルメディオ

東京都東村山市栄町
２―32―13

455,300 ― 455,300 8.71

計 ― 455,300 ― 455,300 8.71
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

役職の異動

　

役員の氏名 新役職名 旧役職名 異動年月日

髙橋　靖

常務取締役
断熱材事業部長

常務取締役 平成25年11月１日

代表取締役常務
断熱材事業部長

常務取締役
断熱材事業部長

平成25年11月15日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、アーク監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,535,578 1,220,762

受取手形及び売掛金 317,978 300,962

有価証券 － 50,000

商品及び製品 68,630 77,916

仕掛品 70,833 67,270

原材料及び貯蔵品 113,236 169,299

その他 27,380 35,217

貸倒引当金 △2,604 －

流動資産合計 2,131,034 1,921,429

固定資産

有形固定資産

土地 1,345,426 1,347,291

その他（純額） 470,672 482,419

有形固定資産合計 1,816,099 1,829,710

無形固定資産 9,119 9,170

投資その他の資産
※1 152,235 ※1 93,435

固定資産合計 1,977,454 1,932,317

資産合計 4,108,488 3,853,746
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 77,534 73,284

短期借入金 36,453 51,373

未払法人税等 4,962 2,716

賞与引当金 30,303 17,614

その他 84,021 114,249

流動負債合計 233,275 259,238

固定負債

退職給付引当金 192,244 197,761

その他 31,795 26,858

固定負債合計 224,040 224,619

負債合計 457,315 483,858

純資産の部

株主資本

資本金 918,200 918,200

資本剰余金 871,580 871,580

利益剰余金 2,198,080 1,863,961

自己株式 △362,848 △362,848

株主資本合計 3,625,012 3,290,893

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,695 18,251

為替換算調整勘定 8,465 58,472

その他の包括利益累計額合計 26,160 76,724

新株予約権 － 2,269

純資産合計 3,651,173 3,369,887

負債純資産合計 4,108,488 3,853,746
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 1,577,927 1,282,227

売上原価 1,141,281 1,016,069

売上総利益 436,645 266,158

販売費及び一般管理費
※ 639,148 ※ 509,903

営業損失（△） △202,502 △243,745

営業外収益

受取利息 2,827 3,799

受取配当金 1,305 1,902

為替差益 － 26,236

作業くず売却益 1,778 1,364

その他 2,235 1,307

営業外収益合計 8,147 34,609

営業外費用

支払利息 724 743

為替差損 414 －

新株予約権発行費 － 3,082

その他 0 73

営業外費用合計 1,139 3,899

経常損失（△） △195,494 △213,035

特別利益

固定資産売却益 － 407

貸倒引当金戻入額 2,809 －

特別利益合計 2,809 407

特別損失

固定資産売却損 － 53

固定資産除却損 1,072 75

リース解約損 14 －

早期割増退職金 5,641 －

退職特別加算金 118,067 －

減損損失 － 19,109

厚生年金基金脱退損失 － 74,270

特別損失合計 124,795 93,508

税金等調整前四半期純損失（△） △317,481 △306,136

法人税、住民税及び事業税 9,405 4,149

法人税等調整額 △21,442 △15

法人税等合計 △12,037 4,133

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △305,444 △310,270

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △305,444 △310,270
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △305,444 △310,270

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,227 556

為替換算調整勘定 △1,650 50,007

その他の包括利益合計 5,576 50,563

四半期包括利益 △299,868 △259,707

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △299,868 △259,707

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

　

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

　

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

　

　
(追加情報)

該当事項はありません。

　

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

投資その他の資産 10,183千円 15,111千円
 

　

２ 受取手形裏書譲渡高
　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形裏書譲渡高 19,513千円 18,581千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び

のれんの償却額は、次のとおりであります。

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 55,098千円 48,609千円

のれんの償却額 79,485 〃 ―
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 23,848 5 平成24年３月31日 平成24年６月27日
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 23,848 5 平成25年３月31日 平成25年６月26日
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

合計テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア
事業

断熱材事業 その他事業

売上高      

  外部顧客への売上高 431,297 780,460 345,980 20,188 1,577,927

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 431,297 780,460 345,980 20,188 1,577,927

セグメント利益又は損失(△) 128,363 △14,990 39,155 △102,195 50,333
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 50,333

全社費用(注) △252,835

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △202,502
 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

合計テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア
事業

断熱材事業 その他事業

売上高      

  外部顧客への売上高 420,510 516,539 332,258 12,919 1,282,227

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 420,510 516,539 332,258 12,919 1,282,227

セグメント利益又は損失(△) 192,094 △35,710 △69,024 △115,931 △28,571
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △28,571

全社費用(注) △215,174

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △243,745
 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント

全社・消去 合計テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア
事業

断熱材事業 その他事業

減損損失 ─ ─ ─ 19,109 ─ 19,109
 

　

　
　

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △64円４銭 △65円５銭

(算定上の基礎)   

四半期純損失(△)(千円) △305,444 △310,270

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △305,444 △310,270

普通株式の期中平均株式数(株) 4,769,650 4,769,630
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりませ

ん。

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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アーク監査法人

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   三　　浦　　昭　　彦   印

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   島　　田　　剛　　維   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成26年２月14日

株式会社アルメディオ

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社アルメディオの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期
間(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルメディオ及び連結子会社の平
成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
その他の事項
会社の平成25年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結

累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によっ
て四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成25年２
月14日付で無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して平成25年６月25日付で無限定適
正意見を表明している。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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